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(57)【要約】
【課題】従来のグミキャンディに対してカロリーカットされており、耐熱性及び耐湿性に
優れた、酸コーティングされたグミキャンディを提供すること。
【解決手段】酸でコーティングされたグミキャンディであって、グミキャンディ部の組成
比率としてマルチトールが固形分で８～２５重量％、ポリデキストロースが固形分で１２
～３５重量％、砂糖が固形分で３０～５０重量％、ゼラチンが固形分で５～８重量％、高
メトキシルペクチンが固形分で０．５～１重量％であるカロリーカットグミキャンディ。
【選択図】なし



(2) JP 2012-95562 A 2012.5.24

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸でコーティングされたグミキャンディであって、グミキャンディ部の組成比率が次の
範囲にあるカロリーカットグミキャンディ。
　マルチトール：固形分で８～２５重量％
　ポリデキストロース：固形分で１２～３５重量％
　砂糖：固形分で３０～５０重量％
　ゼラチン：固形分で５～８重量％
　高メトキシルペクチン：固形分で０．５～１重量％
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カロリーがカットされた酸コーティンググミキャンディに関する。
【背景技術】
【０００２】
　グミキャンディは、糖質、ゼラチンを主体とした弾力のある食感の菓子であり、人々に
愛され続けている菓子の一つである。近年、消費者のダイエット志向により、カロリーカ
ットの食品が市場を賑わせており、あらゆる食品分野においてカロリーカット品の開発が
望まれており、グミキャンディもその例外ではない。
【０００３】
　グミキャンディのカロリーカットの手段として、糖類の一部を糖アルコールや食物繊維
に置き換える方法が考えられる。本件出願人らは、砂糖及び水飴及びポリデキストロース
の配合量を規定することにより、低カロリーかつチューイング性と硬い食感を併せ持った
グミキャンディ（特許文献１）、糖アルコール及びポリデキストロース及びアラビアガム
の配合を規定することにより、硬さとコシのある食感を有するノンシュガーグミキャンデ
ィ（特許文献２）を提案している。
　しかしながら、これらのグミキャンディは、キャンディ本体そのものの食感を改良する
ものであり、グミキャンディに酸コーティングを施した場合の課題については記載がない
。
【０００４】
　また、グミキャンディとしては、ソルビトールおよび分岐オリゴ糖アルコールを用い、
トレハロース、マルトースまたは乳糖を添加して離水を抑えた、水飴、砂糖を含まないグ
ミキャンディ（特許文献３）、糖アルコールの種類および配合量等を厳密に調整し、有機
酸の種類および配合量を限定することによって得られる、ミント系フレーバーを用いた良
好なテクスチャーを有する無糖グミゼリー（特許文献４）、各成分の配合や糖アルコール
の成分を限定することにより離水や再結晶化の問題を解決した長期保存可能な可食性ゼラ
チンゲル（特許文献５）等の提案もなされている。しかしながら、本発明者らが確認した
ところ、これらのグミキャンディ、無糖グミゼリー及び可食性ゼラチンゲルは、糖アルコ
ールを原料として含有しているために味質が十分とはいえず、また原材料原価が高価とな
り、さらにグミキャンディ等の製品自体の耐熱性や耐湿性も十分なものではなかった。
【０００５】
　食品分野では、酸コーティングを施すと酸の経時的な吸湿性によりべたついた状態とな
ることはよく知られており、グミキャンディの分野でも、このべたつきにより、耐熱・耐
湿性が悪化してしまう欠点がある。また、前記特許文献３～６に記載のようなグミキャン
ディ等のように、糖アルコールを含有する場合、さらに表面が離水してべとつきやすいと
いう問題もあり、酸コーティングを施した糖アルコールを含むグミキャンディにおいては
、製造後経時的に表面のべたつきの発生を抑えるために、耐熱性や耐湿性を向上させるこ
とは大きな課題であった。
【０００６】
　そこで、耐熱性・耐湿性を高める方法の一つとして、ペクチンとゼラチン量を規定する
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ことによる耐熱性グミキャンディの提案がなされている（特許文献６）。しかしながら、
前記グミキャンディの糖質は、砂糖と水飴に限定されており、カロリーカットにならず、
なおかつゼラチン量が少ないため弾力性も劣り、グミキャンディとしての嗜好性に乏しい
ものであった。
【０００７】
　以上のように、カロリーカットされたグミキャンディを酸でコーティングすることは、
耐熱性・耐湿性の面で、実現が難しかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１０－５１２３５号公報
【特許文献２】特開２０１０－１７２２７３号公報
【特許文献３】特許第３６３０９００号公報
【特許文献４】特許第３１２７３２２号公報
【特許文献５】特開平８－９９０１号公報
【特許文献６】特許第３０８７０７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は前記事情に鑑みてなされたものであり、従来のグミキャンディに対してカロリ
ーカットされており、耐熱性及び耐湿性に優れた、酸コーティングされたグミキャンディ
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、世間でカロリーカットブームが起きているにもかかわらず、グミキャン
ディ市場においてはそのニーズに十分に応えられていなかった原因を検討したところ、カ
ロリーをコントロールするために糖アルコールやポリデキストロースを使用した場合、十
分な耐熱・耐湿性が得られないこと、嗜好性が大きく損なわれること、原材料原価が高く
商品化には現実性がなかったこと等が問題として考えられる。
【００１１】
　そこで、本発明者らは、カロリーコントロールが可能な糖類の代替物を用い、鋭意研究
を重ねた結果、グミキャンディのゼラチンとペクチン量を規定し、糖アルコールとしてマ
ルチトールを使用し、さらに砂糖、ポリデキストロースの割合をある一定の範囲に限定し
たところ、驚くべきことに、前記問題をすべて解決するような画期的なカロリーカットグ
ミキャンディを完成するに至った。
【００１２】
　すなわち、本発明の要旨は、酸でコーティングされたグミキャンディであって、グミキ
ャンディ部の組成比率が次の範囲にあるカロリーカットグミキャンディ、
　マルチトール：固形分で８～２５重量％
　ポリデキストロース：固形分で１２～３５重量％
　砂糖：固形分で３０～５０重量％
　ゼラチン：固形分で５～８重量％
　高メトキシルペクチン：固形分で０．５～１重量％
に関するものである。
【００１３】
　なお、本発明において、カロリーカットとは、従来のグミキャンディよりもカロリーが
低減されていることをいい、例えば、五訂増補日本食品標準成分表ゼリーキャンデーに比
べて製品１００ｇあたり４０ｋｃａｌ以上がカットされていることをいう。
【発明の効果】
【００１４】
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　本発明のカロリーカットグミキャンディは、酸コーティングによる爽やかな酸味をもち
、心地よい弾力を有する、カロリーカットされたグミキャンディであり、従来のグミキャ
ンディにも劣らない耐熱性及び耐湿性の高いグミキャンディである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明をさらに詳しく説明する。
　本発明のカロリーカットグミキャンディは、酸でコーティングされたグミキャンディで
あって、グミキャンディ部の組成比率が次の範囲：
　マルチトール：固形分で８～２５重量％
　ポリデキストロース：固形分で１２～３５重量％
　砂糖：固形分で３０～５０重量％
　ゼラチン：固形分で５～８重量％
　高メトキシルペクチン：固形分で０．５～１重量％
であることに特徴がある。
【００１６】
　前記マルチトールとは、澱粉を酵素分解して得られたマルトースを原料としそれを還元
したものであり、還元麦芽糖とも呼ばれる。熱量は、２ｋｃａｌ／ｇであり、甘味度とし
ては、砂糖の約８０％と糖アルコールの中でも比較的高く、砂糖に近い味質をもっている
。また、マルチトールは、溶解時の粘度が、糖アルコールの中でも比較的高く、砂糖、マ
ルトース、乳糖などとほぼ同等の粘度を示す。一般的に、配合させる糖質の粘度が高くな
ればなるほど、グミキャンディの食感は硬さを増す傾向がみられ、マルチトールは、グミ
キャンディの味質や硬さを調整するという点において望ましい糖質である。マルチトール
は、粉末状のものでも、水飴状のものを用いてもよい。また、マルチトールとしては、精
製品でもよいし、精製品のかわりに還元麦芽糖水飴等のようにマルチトールが含有される
原料を用いてもよい。
【００１７】
　グミキャンディ部中におけるマルチトールの含有量は、固形分中８～２５％重量％であ
る。マルチトールの含有量が８重量％未満になるとやわらかく、２５重量％を超えると噛
み出しが硬すぎる食感となってしまう。
【００１８】
　前記ポリデキストロースとは、ブドウ糖、ソルビトール、クエン酸を減圧下で重合して
作られる、トウモロコシを原料とした水溶性食物繊維である。熱量は、１ｋｃａｌ／ｇを
示し、ノンシュガー、カロリーカットや低糖のキャンディにおいて、よく配合される素材
の一つであり、本発明では、前記マルチトールとともにポリデキストロースをキャンディ
の基材として使用する。
【００１９】
　グミキャンディ部中におけるポリデキストロースの含有量は、固形分中１２～３５重量
％である。ポリデキストロースの含有量が１２重量％未満になるとコシ弱い食感となって
しまい、３５重量％を超えると硬すぎる食感となってしまう。
【００２０】
　グミキャンディ部中における砂糖の含有量は、固形分中３０～５０重量％である。砂糖
の含有量が３０重量％未満になると耐熱性・耐湿性が弱く、５０重量％を超えるとカロリ
ーが高いものとなってしまう。
【００２１】
　前記ゼラチンとしては、コラーゲンを酸処理又はアルカリ処理後に精製されたゼラチン
が挙げられ、例えば、豚皮、牛皮等の獣由来ゼラチンに加えて、水生生物（淡水・海水）
由来のゼラチン等が挙げられるが、コラーゲンを酸処理又はアルカリ処理の工程を含めて
精製したゼラチンであれば由来生物に関しては特に制限されない。
【００２２】
　また、ゼラチンのブルーム値はグミキャンディにおいて硬さを調整する大きな要因であ
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るため、２２０以上であることが好ましく、２５０以上であることがより好ましい。
【００２３】
　尚、前記ブルーム値とは、ゼリー強度を示すもので、ゼラチンの６．６７重量％水溶液
を規定のカップに入れ１０±０．１℃の恒温槽で１６～１８時間冷却ゼリー化して、ブル
ーム式ゼリー強度計のプランジャー（直径１２．７ｍｍ）を４ｍｍだけゼリー中に押し込
むのに要する散弾の重さ（ｇ）を測り、この重量をブルーム値として表したものである。
【００２４】
　グミキャンディ部中におけるゼラチンの含有量は、固形分中５～８重量％である。ゼラ
チンの含有量が５重量％未満になると弾力と耐久性に乏しく、８重量％を超えると硬すぎ
る食感となってしまう。
【００２５】
　ペクチンは、一般に、柑橘類又はリンゴ果肉の希酸抽出液から得られる多糖類であり、
カルボキシル基の一部がメチルエステル化されたガラクツロン酸の直鎖状重合体を主体と
するものである。その中でメチルエステル化度が５０％以上のものを高メトキシルペクチ
ン（ＨＭペクチン）という。
【００２６】
　グミキャンディ部中における高メトキシルペクチンの含有量は、固形分中０．５～１重
量％である。高メトキシルペクチンの含有量が０．５重量％未満になると耐熱性・耐湿性
が弱くなり、また、１重量％を超えるとグミキャンディの心地よい弾力が失われてしまう
。
【００２７】
　本発明で用いるグミキャンディ部には、その他の糖質も必要に応じて使用できる。例え
ば、水飴、ブドウ糖、果糖ブドウ糖液糖、還元水飴、ソルビトール、キシリトール、トレ
ハロース、還元パラチノース等が使用できる。
【００２８】
　また、本発明で用いるグミキャンディ部には、食感を調整するために、ゲル化剤や澱粉
等の食感改良剤を加えることは特に問題はない。食感改良剤としては、例えば、カラギー
ナン、寒天、アラビアガム、ジェランガム、アルギン酸ナトリウム、キサンタンガム、ト
ラガントガム、グアガム、カラヤガム、タマリンドシードガム等が挙げられる。
【００２９】
　また、本発明で用いるグミキャンディ部は、所望により、酸味料、果汁、香料、着色料
、食物繊維、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸、油脂、乳化剤、乳製品、高甘味度甘味
料（アスパルテーム、グリチルリチン、サッカリン、ステビア、ズルチン、アリテーム、
トリクロロシュークロース、ソーマチン、アセスルファムカリウム、スクラロース等）等
の任意成分を含有してもよい。これらの任意成分を適宜選択することで、グミキャンディ
の嗜好性の幅を広げることができる。
【００３０】
　本発明で用いるグミキャンディ部中における水分値は、１３～１７重量％とする。前記
水分値が、１３重量％未満では硬すぎて噛み心地が悪く、１７重量％を超えると耐久性が
弱いものとなってしまう。尚、前記水分値の測定手段としては、減圧乾燥法を用いたもの
であればよい。
【００３１】
　本発明のカロリーカットグミキャンディは、前記グミキャンディ部の表面に酸コーティ
ングが施されたものである。コーティングに使用される酸としては、クエン酸、リンゴ酸
、酒石酸、フマル酸、アジピン酸及びＬ－アスコルビン酸（ビタミンＣ）から成る群より
選ばれる１種又は２種以上が挙げられる。酸の性状は粉体状であればよく、酸単体で使用
してもよいが、砂糖等の他の粉体原料と混合したもの（以下、酸を含む粉体原料という）
を使用してもよい。酸を含む粉体原料の粒子の大きさは、グミキャンディに付着可能な大
きさであれば特に限定されない。
　本発明のカロリーカットグミキャンディのコーティングに使用される酸の量としては、
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酸の種類によるが、それぞれの味を良好にする観点から、前記グミキャンディ部の全重量
に対して、０．２～２重量％程度にすることが好ましい。
【００３２】
　また、前記酸コーティングの前や後に、糖衣を施してもよい。糖衣に使用する糖質とし
ては、キャンディに使用されるものであればよく、例えば、砂糖、マルチトール、還元パ
ラチノース、キシリトール等が挙げられる。また、糖衣の量としては、得られるグミキャ
ンディ全体のカロリーがカロリーカットといえる範囲内に収まるような量であればよく、
特に限定はない。
【００３３】
　前記のような構成を有する本発明のカロリーカットグミキャンディは、一般的なグミキ
ャンディの製法にしたがって作製することができる。
【００３４】
　例えば、砂糖、マルチトール、ポリデキストロース、その他の糖質、高メトキシルペク
チンを混合して加熱溶解して糖液を作製し、別でゼラチンと水を加熱混合し膨潤させてお
いた溶液と攪拌混合し、所望により前記任意成分を添加、混合して、グミキャンディベー
スを得る。
【００３５】
　次いで、前記グミキャンディベースをモールド中に充填し、所望の水分値まで乾燥する
。乾燥手段は、公知の手段・装置を使用すればよく、例えば、室温～４５℃程度の乾燥室
で４８～７２時間乾燥する。乾燥後、前記モールドから取り出し、グミキャンディを得る
ことができる。得られたグミキャンディはグミキャンディどうしの付着防止のためオイリ
ングしてもよい。
【００３６】
　最後に、得られたグミキャンディを酸でコーティングする。コーティングの方法として
は、酸を含む粉体原料をグミキャンディ表面にまぶすのみでもよいが、適切に付着させる
ために、水もしくは糖液もしくはアラビアガム溶液等の液体をグミキャンディ表面に散布
した後、酸を含む粉体原料を散布して付着させる方法が一般的である。
【００３７】
　また、前記酸のコーティングの前後に糖衣を施してもよい。糖衣方法としては、キャン
ディの糖衣方法として一般的な方法を用いればよい。
【００３８】
　以上のようにして得られる酸コーティングされたグミキャンディは、口に入れた瞬間に
酸味が広がり、香り立ちもよい、嗜好性の高いグミキャンディである。また、一般的なグ
ミキャンディに比してカロリーが低く、さらに耐熱性・耐湿性にも優れたものである。
【実施例】
【００３９】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらによって何ら制限さ
れるものではない。
【００４０】
（実施例１）
　表１に示す組成となるように糖液を調製し、該糖液にゼラチン溶液を混合し、クエン酸
、リンゴ酸、グレープ果汁、グレープ香料及び着色料を加え混合してグミキャンディベー
スを調製した。該グミキャンディベースを、単重３．０ｇになるようにスターチモールド
に充填し、水分値１４．５重量％まで乾燥させてグミキャンディを得た。グミキャンディ
の各成分の固形分量を表２に示す。
　次いで、得られたグミキャンディ５００重量部を回転式コーティングパンに入れ、グミ
キャンディを円転させながら、砂糖溶液（Ｂｘ．７０）を１０重量部スプレーし、砂糖溶
液がグミキャンディの表面に行き渡った後にフマル酸８部及び砂糖１２部を混合しておい
た粉体を散布し、乾燥させて、酸コーティングされたグミキャンディを得た。得られたグ
ミキャンディは、口に入れた瞬間に酸味が広がり、香り立ちもよい、心地よい食感のグミ
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キャンディとなった。また、６０℃で１２時間あるいは３７℃、湿度８５％の環境下で１
か月間、酸コーティングされたグミキャンディを放置したところ、いずれの場合もべたつ
きや溶解は見られなかった。したがって、実施例１で得られた酸コーティングされたグミ
キャンディは、従来の糖アルコールを含有したグミキャンディと比べて、極めて優れた耐
熱性、耐湿性を有することがわかる。また、酸コーティングされたグミキャンディのカロ
リーは、五訂増補日本食品標準成分表ゼリーキャンデーのカロリー（３３６ｋｃａｌ）に
比べ２０％カットされており、カロリーカットされたグミキャンディであることがわかる
。
【００４１】
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【表１】

【００４２】
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【表２】

【００４３】
（実施例２）
　表１に示す組成とした以外は実施例１と同様にして、酸コーティングされたグミキャン
ディを作製した。なお、グミキャンディ部の各成分の固形分量を表２に示す。酸コーティ
ングされたグミキャンディは、口に入れた瞬間に酸味が広がり、香り立ちもよい、心地よ
い食感のグミキャンディとなった。また、６０℃で１２時間あるいは３７℃、湿度８５％
の環境下で１か月間酸コーティングされたグミキャンディを放置したところ、いずれの場
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合もべたつきや溶解は見られなかった。したがって、実施例２で得られた酸コーティング
されたグミキャンディは、従来の糖アルコールを含有したグミキャンディにはない、極め
て優れた耐熱性、耐湿性を有することがわかる。また、酸コーティングされたグミキャン
ディのカロリーは、五訂増補日本食品標準成分表ゼリーキャンデーに比べ３０％カットさ
れており、カロリーカットされたグミキャンディであることがわかる。
【００４４】
（比較例１～４）
　表１に示す組成とした以外は実施例１と同様にして、酸コーティングされたグミキャン
ディを作製した。なお、グミキャンディ部の各成分の固形分量を表２に示す。酸コーティ
ングされたグミキャンディは、カロリーが五訂増補日本食品標準成分表ゼリーキャンデー
に比べ２０％カットされているものの、いずれもやわらかく、６０℃で１２時間の環境下
で放置した場合にはべたつくかもしくは溶解してしまい、３７℃、湿度８５％の環境下で
１週間酸放置した場合には表面にべたつきが生じた。したがって、比較例１～４で得られ
たグミキャンディは、いずれも実施例１、２のものと比べて、耐熱性、耐湿性に劣るもの
であることがわかる。
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